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スポーツ保険制度の変更について（2026 年 4 月） 

 

拝啓 時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。 

 

 平素よりネイス体操教室をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 

このたび当教室では、会員の皆様にご加入いただいているスポーツ保険を、2026 年 4 月より「会員

優待付きお見舞金サービス（ネイスメンバーズライフサポート）」へ切り替えることといたしまし

た。 

 

 従来のスポーツ保険は万一の備えとして一定の意義がある一方で、９割以上の会員様は実際に保

険をご利用されず、結果として、ほとんどの会員様にとって「掛け捨て」状態が続いておりました。

さらに、利用された場合でも日額 1,500 円等、手続きに対して受取額が小さいというお声がござい

ました。 

 

 そこで当教室では、「万一」に備える補償は維持しつつ、日常の中でも実用的にご活用いただけ

る価値をご提供するため、会員優待とお見舞金を組み合わせたサービスへ移行いたします。お見舞

金を利用されない会員様にも、お食事・映画・カラオケ等、ご家族で日常的にご活用いただける優

待をご提供いたします。 

 

 なお、新しい見舞金制度では、通院 1 日でも 10,000 円、日帰り入院でも 20,000 円など、多くの

会員様がご利用される保障について現在より受取額が大きくなる設計としております。スポーツ保

険利用の約 9 割のお客様は、新制度で受取額が大きくなる見込みです。補償内容の変更点の一覧は、

別紙ご案内チラシをご確認ください。また補償申請の詳細やご優待の利用方法等は、2026 年 3 月に

再度ご案内予定でございます。変更の概要につきましては裏面に記載いたしましたので併せてご確

認頂きますようお願いいたします。 

 

新たなサービスで、会員の皆様へ『「もしも」の安心と「いつも」の楽しみ』を提供できるよう

尽力してまいりますので、ご理解賜りますよう心よりお願い申し上げます。 

敬具 

 

 



 

 

 

制度変更の概要 

 

 

１ 変更時期 

 2026 年 4 月（2026 年 3 月 23 日（月）引落お月謝分より） 

 

２ 対象 

 ネイス体操教室 会員 

 

３ 変更手続きについて 

 本変更にあたり、会員様によるお手続きは不要です。 

 ※当教室にて順次、変更処理を行います。 

 

４ サービス名称 

 会員優待付きお見舞金サービス「ネイスメンバーズライフサポート」 

 

５ サービス内容 

（１）会員優待サービス：日常生活でご利用いただける各種優待 

（２）見舞金制度：けがをされた際の諸費用に充てていただける給付 

 ※2026 年 3 月に詳細資料をお配りいたします。 

 

６ 料金（年額） 

 従来：800 円 → 変更後：2,400 円 

 

７ お問合せ 

 ネイス体操教室 お客様総合受付 0570-666-023（祝日休業） 

 平日：10 時 30 分～18 時／土日：10 時～17 時 30 分 

 

以上 


